
植栽管理に関する覚書

委託者:パームハイツ西葛西管理組合(甲)、受託者:有限会社 和光園(乙)、植栽管理担

当者:パームハイツ西葛西自治会(丙)の三者は、パームハイツ西葛西敷地内の植栽管理につい

て下記の通り合意した。

本書覚書は 3 通作成し、甲乙丙にてそれぞれ 1 通を保管する。

第1条 甲は、パームハイツ西葛西敷地内植栽管理(以下、単に「植栽管理」という)の業務

を乙に委託する。 なお、本条でし、う 、植栽管理とは、樹木の努定、伐採、植樹、施肥、

除草ならびに消毒をいう 。

第2条 乙は、甲に植栽管理の年間作業計画書、 作業報告書を提出する。 ただし、年間作業計

画および作業内容については、乙は、丙と協議の上、これを遂行するものとする。

第3条 乙は、第 1 条に定められた植栽管理の業務を、甲との間で締結される契約書に記載の

期間行うものとする。

第4条 甲が支払う年間の業務委託費は、甲の年間予算額を超えない範囲で、 三者協議のうえ

決定する。

第5条 甲は、乙への業務委託費の支払いを、作業報告書および請求書を受け取った後に支払

うものとする。

第6条 丙は、植栽管理に関連する経費(備品等)を、 甲の年間予算額を超えない範囲で、甲に請

求できる 。

第7条 甲乙丙は、本覚書の事項を誠実に履行し、 本覚書に記載のない項目、事態が生じた場

合は、三者協議のうえ決定すること とする 。
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